
別紙　１

①

②

③

④

指
定
管
理
者
コ
メ
ン
ト

①指定管理者の意義や公共性の認識を深めるため、基本協定書を事務所内に掲示し職員の意識向
上に努めた。
②事務所を市役所に近い錦町に置き、市民の利便性の向上に努めた。
③入居者からの意見等を把握するため、アンケート調査や定期巡回・点検を実施した。
④毎日の生活に直結する喫緊の修繕等を迅速に対応した。

施
設
所
管
課
コ
メ
ン
ト

　管理委託も２期目（９年目）となり、施設の運営基本方針や公共性について職員が深く理解し
ているものと思慮する。
　運営においては、平等性の確保とサービスの質の向上を目指し、入居者からの苦情や要望につ
いて初動対応から報告まで迅速かつ適正な対応が行われている。

評価ランク 評価指数 評価点

25 Ⅱ 0.8 20 Ⅱ 0.8 20

評
価

配点
第１次評価（指定管理者評価） 第２次評価（施設所管課評価）

評価ランク 評価指数 評価点

年　１回 年　１回

小破修繕等への適切な対応 年１２回内容集計 年１２回内容集計

入居者への施設管理の周知 年　４回以上 年　９回

アンケート調査等により、利用者等の意見を把握し、運営に反映させる取組みを行ってい
るか

利用者等からの苦情や意見などに対し、適切な取組みを行っているか

管
理
状
況
評
価
指
標

指標名 計画値 実績値

市営住宅定期巡回・点検 年１２回 年１２回

アンケートの実施

指
定
管
理
者

名　　　称 一般社団法人　宅建とちぎ公営住宅管理センター

所　在　地 栃木市錦町１２番７号

主な業務内容 ・市営住宅の維持管理　・家賃の収納関係　・入居者の入退去関係

施
　
設

名　　　称 栃木市営住宅及び栃木市特定公共賃貸住宅

所　在　地 栃木市川原田町２２４番地外

施設内容 川原田市営住宅外１８か所

指定管理者による公の施設の管理状況評価（令和４年度分）

（１）平等利用の確保とサービス向上の取組み

評
価
要
素

施設の設置目的や特性に基づいた施設運営の基本方針が明文化され、職員が適切に理解し
ているか

施設予約や利用方法等について、市民の誰もが利用しやすい利便性と平等性確保の配慮が
なされているか
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①

②

③

④

指
定
管
理
者
コ
メ
ン
ト

①事業計画に基づき各種事業を適切に実施できるように、栃木市との連携に努めた。
②管理センターだよりを発行するとともに、ホームページにより情報を適時適切に発信した。
③休日夜間における緊急電話サービスにより、各種要望に的確な対応を図った。
④管理人や自治会役員との連携を図り、地域の声に傾聴するよう努めた。

施
設
所
管
課
コ
メ
ン
ト

　空き部屋の巡回確認によりハトによる糞害を発見し速やかに清掃を実施するなど、入居者の安
心安全な暮らしに寄与する処置を行ったことは評価できる。また、独自のホームページを運営
し、広く効果的に情報発信を行っている。
　現年度収納率については計画値に及ばなかったものの、民間事業者のノウハウを活かした納付
指導により継続的な分割納付や滞納金の一括納付に至った事例があり、一定の成果が得られたと
思慮する。

評価ランク 評価指数 評価点

20 Ⅱ 0.8 16 Ⅱ 0.8 16

評
価

配点
第１次評価（指定管理者評価） 第２次評価（施設所管課評価）

評価ランク 評価指数 評価点

住宅使用料収納率の向上 対調定額98.0％ 対調定額94.33％

管
理
状
況
評
価
指
標

指標名 計画値 実績値

空き部屋の巡回確認 年２回以上 年　４回

各団地公園遊具の定期点検 年１２回 年１２回

（２）施設の効用を最大限に発揮する取組み

評
価
要
素

施設の設置目的に基づいた事業計画通りに管理運営をしているか

広報活動等（広報紙、ケーブルＴＶ、ホームページ、ＳＮＳ等）による新規利用者の増加
に向けた、効果的な取組みを行っているか

開館時間の延長及び新規事業等による新規利用者の増加に向けた、効果的な取組みを行っ
ているか

地域住民や関係団体等との連携や協働による事業等、利用者や地域住民の満足度を高める
取組みを行っているか
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①

②

③

④

指
定
管
理
者
コ
メ
ン
ト

①会計事務所への業務委託を行い、透明性の高い会計処理を行った。
②高齢者有料サービス事業の展開により、新たな受益者負担の取り組みに努めた。
③協力業者との連絡連携を強化することにより、経費の削減に努めた。
④長寿命化計画に基づき、予防修繕や省エネ修繕に努めた。

施
設
所
管
課
コ
メ
ン
ト

 市からの委託料の範囲内で、予算不足による修繕等の先送りをすることなく、指定管理者自ら
が軽微な修繕を行なう等、迅速な対応によるサービス向上と経費削減の両輪を達成することがで
きたことは評価に値する。また、予防修繕や省エネ対策も適宜実施されている。

評価ランク 評価指数 評価点

15 Ⅰ 1.0 15 Ⅰ 1.0 15

評
価

配点
第１次評価（指定管理者評価） 第２次評価（施設所管課評価）

評価ランク 評価指数 評価点

管
理
状
況
評
価
指
標

指標名 計画値 実績値

簡易修繕（有料サービス事業含む）の直営対応 年１５０件以上 年２８１件

省エネ修繕工事（外灯LED化） 年１工事 年１工事

（３）施設経費の削減の取組み

評
価
要
素

指定管理料、利用料金等の収支手続について、適切で透明性の高い管理をしているか

サービスの質を確保した経費削減の取組みを行っているか

清掃、警備、保守点検など、業務の一部委託等をする場合、複数業者からの見積合わせな
ど、経費削減等に考慮して適切に行っているか

施設、備品等の管理について、適切に維持管理し、省エネ、省資源、環境配慮物品の購入
など環境への配慮を適切に行っているか
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①

②

③

④

⑤

各種税金や社会保険料等は適切に納められているか

指
定
管
理
者
コ
メ
ン
ト

①建築技術者及び住宅管理経験者を配置し、適切な管理運営体制の確保に努めた。
②宅建協会等の研修を受講するなど職員の資質の向上に努めた。
③社会保険労務士の指導を受け適正な福利厚生に努めた。
④会計士の指導により適切な納税等を行った。
⑤賃貸住宅管理業法の施行により、賃貸住宅管理業の登録及び業務管理者を配置した。

施
設
所
管
課
コ
メ
ン
ト

　専門性の高い研修への参加や相互協力による巡回を実施するなど、組織の特性を生かした運営
がなされている。賃貸住宅管理業の登録及び業務管理者の配置を行い、継続的な管理の適正化を
図っている。
　また、会計処理、財政状況も健全と判断できる。

評価ランク 評価指数 評価点

20 Ⅲ 0.6 12 Ⅲ 0.6 12

評
価

配点
第１次評価（指定管理者評価） 第２次評価（施設所管課評価）

評価ランク 評価指数 評価点

会計士による会計指導 年１２回 年１２回

管
理
状
況
評
価
指
標

指標名 計画値 実績値

協力企業へ休暇中の待機依頼（５月・年末年始） 年　２回 年　２回

理事会等の開催 年１２回 年１２回

（４）施設の管理を安定して行うための取組み

評
価
要
素

施設の適正管理に必要な職員の配置及び管理運営体制が確保されているか

職員の望ましい勤務形態及び育成指導、研修等が十分に確保されているか

職員の福利厚生は充実しているか

団体の財政状況等は健全であるか　＜別紙参照＞
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①

②

③

④

指
定
管
理
者
コ
メ
ン
ト

①定期巡回パトロールを行うとともに管理人等との情報交換に努めた。
②緊急連絡網を整備し、市との連絡連携を図りながら緊急時の管理体制の強化を図った。
③火災予防週間・不審者注意等の周知案内を図るとともに、避難器具等の点検整備を図った。
④個人情報の流失などを保護防止するため、インターネットの保護や事務所の夜間警備システム
　導入を図った。

施
設
所
管
課
コ
メ
ン
ト

　入居者の代表である管理人との情報交換は、巡回のみでは露見しない故障や危険箇所の把握に
欠かすことができないものであり、実施されていることは評価できる。
　緊急連絡体系や災害対応マニュアルが整備され、また入居者へ防災意識の啓発がなされている
など、危機管理体制が構築されていることは評価できる。

評価ランク 評価指数 評価点

20 Ⅰ 1.0 20

評
価

配点
第１次評価（指定管理者評価） 第２次評価（施設所管課評価）

評価ランク 評価指数 評価点

20 Ⅰ 1.0

火災予防週間等の周知案内 年　２回以上 年　８回

管
理
状
況
評
価
指
標

指標名 計画値 実績値

管理人との意見交換 年１２回 年１２回

管理人へのアンケート実施 年　１回 年　１回

（５）施設の安全対策、危機管理体制の取組み

評
価
要
素

日常の安全点検及び法定点検等の安全対策を行っているか

緊急時の危機管理体制等が確立されているか

避難訓練や防災訓練を適切に行っているか

具体的な個人情報保護対策を行っているか
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A（優） A（優） B（良）

12 12.6

20 20 17.8

83 83 79.6

（選定委員会評価）

総合評価

16 16 14.8

15

評価結果

15 13.4

第１次評価点

（指定管理者評価）

（２）施設の効用を最大限に
　　　　発揮する取組み

（３）施設経費の削減の取組み

12（４）施設の管理を安定して
　　　　行うための取組み

（１）平等利用の確保と
　　　　サービス向上の取組み 25

選
定
委
員
会
コ
メ
ン
ト

　第３次評価（選定委員会評価）

20

20

20

15

（５）施設の安全対策、
　　　　危機管理体制の取組み

評価点合計

20

100

2120

配点
第２次評価点 第３次評価点

（施設所管課評価）

〇平等利用の確保とサービス向上の取組み
・入居住居の修繕などの対応がしっかりと実施に努めている。
〇施設の効用を最大限に発揮する取組み
・民業を圧迫するのは避けなければならないが、需要や相場を研究して、必要ならば家賃を下げ
ることも戦略の一つと考える。
・収納率の向上に努めてほしい。
〇施設経費の削減の取組み
・老朽化した住宅などは順次廃止していくことも検討すべきと考える。
・老朽化への対応が修繕で平気なのか疑問である。
〇施設の管理を安定して行うための取組み
・職員の意識向上のために研修の実施を検討して欲しい。
〇施設の安全対策、危機管理体制の取組み
・避難訓練について、コロナも5類となったこともあるので、実地訓練をすることを検討して欲
しい。
・火災予防週間の周知、各住宅の管理人との連絡体制を整えている。
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（４）施設の管理を安定して行うための取組み ≪ 別 紙 ≫

⑤　団体の財政状況等は健全であるか

直近３ヵ年の情報を記入してください。

　※　経常収支比率について　　

　適正な会計管理に努めており、健全な財政状況であると思慮いたしております。

2020

11,666,906

40,780,000

133,764

当期利益

指定管理者コメント

経常収支比率

23,857

100.3%

決算年次

資産総額

売上高

2021

経常利益

12,359,774

40,780,000

156,608

34,601

100.4%

2022

13,104,112

40,780,000

176,375

57,268

100.4%

決算年次

経常費用

経常収益

経常収支比率

2020

40,714,366

40,848,130

100.33%

2021

　本指標は、会社の資金繰りの実態を示す指標です。
　この数値が100％未満であると銀行借入などをしなければ営業活動ができなく
なるといわれているものであり、経常損失が生じていることを意味します。

○経常収益（営業収益＋営業外収益）÷経常費用（営業費用＋営業外費用）×100で求めます。

40,688,888

40,845,496

100.38%

2022

40,661,382

40,837,757

100.43%


